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本資料の以下マークは、次のご利用（別契約）のお客様はご確認ください。 

★ ･･･ 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

☆ ･･･ Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

◆ ･･･ Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

◎ ･･･ Webマイナンバー管理サービスご利用のお客様 

👤 ･･･ 従業員申請システムご利用のお客様 
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０．PROSRVヘルプサイトのご案内 

PROSRV上に PROSRV ヘルプサイトへのリンクを表示しておりますので、合わせてご利

用ください。（キーワード検索も可能） 
  『関連システム』―『Web年調』画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①PROSRV ヘルプサイト 

 PROSRV 全般に関する FAQ を掲載しております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②Web 年調ヘルプサイト 

 Web 年調に関する FAQ を掲載しております。 
 ☆ Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 ◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 
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１．DCS年末調整処理対象者について 

Q1-1. 会社を休職中で給与支給がない方も、年末調整をすることはできますか？ 

A1-1.「税表区分」（※１）が「甲欄者」であれば、年末調整対象者になります。 

  また、「年調区分」（※２）に「１：非年調者」の登録をすると非年調者となります。 

  さらに、還付になった場合は、通常は『所得税』欄にマイナス表示され、口座に登録

があれば振込されます。追徴になった場合は、お客様にてご調整をお願いします。 
 

  ＊2025 年 12月以降の支給日での年末調整は、令和７年の税制改正を適用します。 

    「年調区分」（※２）に「２：年調指示」を登録し 2025年 11月以前の支給日で 

年末調整を行った場合、令和７年の税制改正は適用されません。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「給与基本情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「年末調整情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年調区分（※２） 

登録した当月のみ有効です。 

例えば 11 月に「1 非年調者」にしても 

12 月には「0 年調対象者」の扱いに 

戻ります。 

税表区分（※１） 
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Q1-2. 既に退職した方を年末調整することはできますか？  

A1-2.「退職後支給」（※３）にチェックをすると年末調整が可能になります。 

  ただし、固定項目が登録されている場合もありますので、ご確認ください。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「制御情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

退職後支給（※３） 
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２．「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」について 

Q2-1. 従業員から回収した「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の扶養情報はどこ

に入力したらよいですか？ 

＜給与所得者の扶養控除等（異動）申告書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2-1.『人事メニュー』の「家族情報」にご入力ください。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「人事マスタ入力」「家族情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年少扶養親族の情報 

他の所得者が控除を受ける扶養親族等 

控除対象扶養親族の情報 

配偶者の情報 

 

 

退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報 
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Q2-2. 今年の８月に扶養していた母親が亡くなりました。人事情報の登録はどうしたらよ

いですか？ 

A2-2. 今年は扶養控除を受けることができますので、『人事メニュー』の「家族情報」の

「死亡年月日」のみ更新してください。来年１月以降、人事情報引継時に自動的に扶

養非該当となります。 

 

Q2-3. 今年の８月に離婚して、元奥様とお子様が扶養からはずれました。人事情報の登録

はどうしたらよいですか？ 

A2-3.『人事メニュー』の「家族情報」の「離婚年月日」を登録すると、自動的に配偶者非

該当、扶養対象外の扱いとなります。 

 

Q2-4. 源泉控除対象配偶者とはどのような方ですか？ 

A2-4. 従業員本人の合計所得金額が 900万（※）以下、かつ、配偶者の合計所得金額が 

   95万（配偶者が給与収入のみであれば 160万）以下の方です。源泉控除対象配偶者

に該当すると、配偶者控除、もしくは配偶者特別控除が満額受けられます。 

 

   ※「本人合計所得加算額」(520)も含みます。 

    本人の収入が給与収入のみの場合は以下のとおり。 

     ・所得金額調整控除を受ける  → 収入 1,110万 

     ・所得金額調整控除を受けない → 収入 1,095万 

 

Q2-5. 「扶養控除申告書」D欄「他の所得者が控除をうける扶養親族等」に記入があった

場合、どのように登録したらよいですか？ 

A2-5.『人事メニュー』の「家族情報」の「扶養」を「２：他の所得者が控除を受ける扶養

親族等」で登録してください。従業員の給与等の収入金額が 850 万超の場合、所得金

額調整控除を受けることができます。また、その場合、「所得金額調整控除申告書」へ

の記載も必要です。 

 

Q2-6. 「扶養控除申告書」「退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報」に記入があ

った場合、どのように登録したらよいですか？ 

A2-6. 『人事メニュー』の「家族情報」の「退職金受給年度」「退職所得を除いた年間所得

見積額」を登録してください。「扶養」は「０：対象外」です。 

退職所得を除いた所得見積額が、配偶者は 133万円以下、扶養親族は 58万円以下の扶

養親族を有する方は、所得税上は扶養控除を受けられませんが、住民税上は扶養控除

を受けられる可能性があります。 

なお、所得税上の扶養控除を受けられる場合は、住民税上も受けるので登録は不要です。 

 

Q2-7. 「扶養控除申告書」右下の「寡婦又はひとり親」にチェックがあった場合、どの

ように登録したらよいですか？ 

A2-7. 『人事メニュー』の「給与基本情報」の「寡婦・ひとり親」に登録します。 

     寡婦   … ６：寡婦（住民税のみ控除） 

ひとり親 … ７：ひとり親（住民税のみ控除）  
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  ★年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様へ 

納品された「家族情報」を、『人事管理』⇒『外部連携メニュー』より 

外部取込してください。 

お客様にて入力される場合は、外部取込後に入力してください。 

 

☆Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

   納品された「家族情報」を、『関連システム』⇒『Web年調メニュー』より 

外部取込してください。 

お客様にて入力される場合は、外部取込後に入力してください。 
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３．「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給

与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特別親族特別控除申

告書 兼 所得金額調整控除申告書」について 
Q3-1. 従業員から回収した「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申

告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特別親族特別控除申告

書 兼 所得金額調整控除申告書」の入力方法を教えてください。 

＜給与所得者の保険料控除申告書＞  

 

＜給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼  

給与所得者の特別親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扶養控除等申告書にて登録済 

ｖ 

 

【515】 

【520】 
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A3-1. 申告書の各数字を「業務共通」画面にそのまま入力してください。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「３．個人別入力・金額」「業務共通」 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   特別親族特別控除申告書については、「家族情報」画面に登録してください。 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「人事マスタ入力「家族情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3-2. 各種保険料(511～514、517～519、548～550)は、控除額を入力するのですか？ 

A3-2. 控除額ではなく本年中に支払った保険料（本年中に支払う予定の保険料等の金額か

ら、分配を受けた剰余金・割戻金を差し引いた金額）をご入力ください。DCSにて 

  控除額を計算いたします。（「住宅借入金等特別控除の額」（『給与メニュー』-「２．個

人別入力・属性」「年末調整情報」）は、控除額を入力しますのでご注意ください） 

 

Q3-3. 仮処理を行ったところ、エラーメッセージに「E101関連エラー：申告社会保険料/  

  国民年金保険料」と表示されました。修正はどのように行えばいいですか？ 

A3-3.「申告社会保険料｣(517)には、「国民年金保険料等」(519)を含めてご入力ください｡ 

  「申告社会保険料」（517）が「国民年金保険料等」(519)のみだった場合、(517) と              

  (519)は同額となります。（「国民年金保険料等」(519)＝国民年金保険＋国民年金基金） 
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Q3-4.「源泉徴収票」の「国民年金保険料等の額」は、どのような場合に表示されますか？ 

A3-4.「国民年金保険料等」(519)に入力があった場合、その金額をそのまま表示します。 

  （非年調者は表示しません） 

 

Q3-5. 合計所得金額が 1,000万円を超えるかわからないので「配偶者控除」「配偶者特別

控除」を受けられるかわかりません。「配偶者合計所得」(515)に入力してもよいです

か？ 

A3-5. はい、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の

見積額（（１）と（２）の合計額）」欄の配偶者控除、もしくは配偶者特別控除を受け

る1円～1,330,000円以下の金額のみを入力します。ご入力いただいても、合計所得金

額が1,000万円を超えた場合は、DCSにて自動的に判断し「配偶者控除」「配偶者特別

控除」が受けられません。 

 

Q3-6. 「配偶者合計所得」（515）と従業員本人の合計所得金額により、「配偶者控除」「配

偶者特別控除」を自動的に受けることができますか？ 

A3-6. 家族情報に登録した配偶者の登録内容（扶養、源泉控除対象配偶者、生年月日）を

もとに自動判断いたします。 

ただし、配偶者の登録内容と従業員本人の合計所得金額と「配偶者合計所得」(515)

が不一致の場合は、結果メッセージを出力しますので、確認してください。 

 

Q3-7.「本人合計所得加算額」(520)の入力により合計所得金額が1,000万円を超えたかど

うかは、どのように確認しますか？ 

A3-7. 年末調整結果を外部出力し、「本人合計所得加算額」（520）と給与所得控除後の額を

加算する必要があります。また、「本人合計所得加算額」（520）を入力した場合、「年

末調整明細表」の「配偶者（特別）控除額」欄に「＃」が表示されます。 

 

Q3-8. 配偶者の扶養対象者（配偶者控除を受ける人）は、「配偶者合計所得」(515)がいく

らの人ですか？ 

A3-8. 配偶者の合計所得金額が58万（給与収入のみであれば123万）以下の方です。 

  従業員本人の合計所得金額が900万（※）以下の場合は、満額控除が受けられます。 

  また、配偶者の合計所得金額が58万（給与収入のみであれば123万）以下の方で、 

従業員本人の合計所得金額が900万超～1000万（※）以下の場合は、段階的に配偶者

控除が減額され、1000万超（※）の場合は障害者控除のみ受けられます。 
 

   ※「本人合計所得加算額」(520)も含みます。 

    本人の収入が給与収入のみの場合は以下のとおり。 

     ・所得金額調整控除を受ける場合 

       所得   900万 → 収入 1,110万 

       所得 1,000万 → 収入 1,210万 
 

     ・所得金額調整控除を受けない場合 

       所得   900万 → 収入 1,095万 
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       所得 1,000万 → 収入 1,195万 

Q3-9. 一般生命保険料を新契約と旧契約両方締結している社員がいます。旧契約だけで限

度額に達することが予めわかっているのですが、新契約分の保険料支払額を入力す

る必要はありますか？  

A3-9. 契約がある生命保険料の支払額は、「源泉徴収票」に印字する必要があるため、予

め旧契約の限度額に達していても、新契約分の金額入力もお願いします。 

 

Q3-10. 一般生命保険料を新契約と旧契約両方締結している社員がいます。支払額より控

除額を算出してみると新契約では 40,000 円、旧契約では 45,000 円となりました。 

   新・旧契約双方の適用を受ける場合、控除額は 40,000円になると思っていたのです 

     が 45,000 円でした。なぜですか？ 

A3-10. 新・旧両方の保険料をご登録いただいた場合、以下の通り控除額を算出するため

45,000円となります。 

①新契約の支払額に対する控除額（A)を算出（上限＝40,000円）   

②旧契約の支払額に対する控除額（B)を算出（上限＝50,000円）   

③新・旧の控除額合算値を算出（A)+(B)＝（C）（上限＝40,000 円）   

（A) ＝40,000円 （B) ＝45,000円 （C）＝40,000円（85,000 円だが上限適用) 

(B)と(C)を比べ、より高い(B)45,000円の控除額が適用されます。 

 

Q3-11. 月例給与にて確定拠出年金のマッチング拠出を控除していますが、年末調整時の

取り扱いはどうなりますか？ 

A3-11. お客様ごとに異なります。仕様書等をご確認ください。 

 

Q3-12.『給与メニュー』-「３．個人別入力・金額」「業務共通」の画面を確認すると、入

力していないのに前回支給欄の一般の生命保険料や個人年金などに金額が残ってい

ます。去年の金額ですか？ 

A3-12. いいえ、違います。団体保険料など保険会社から提供される保険料データを『保

険料控除申告書』に印字した場合、データが自動的に引き継がれています。 

 

Q3-13.「所得金額調整控除申告書」に記入があった場合はどうしたらよいですか？ 

A3-13. 「扶養控除等申告書」に該当者の記載があるか、それを基に『人事メニュー』の「人

事基本情報」または「家族情報」に登録があるかを確認してください。登録がなけ

れば登録してください。 

   どちらの場合も、従業員の給与の収入金額が 850万超の場合、所得金額調整控除を

受けることができます。 

   ＜所得金額調整控除申告書の一部＞ 

                                ←人事基本情報 

 

                                 家族情報 
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Q3-14. 基礎控除額を受けるにあたり、何か PROSRV に登録する必要はありますか？ 

A3-14. ありません。従業員に「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調

整控除申告書」を提出してもらってください。PROSRVでは、申告書の提出の有無に

かかわらず本人合計所得金額をもとに基礎控除額を計算します。 

 

Q3-15. 23歳未満の子供を扶養（家族情報に子供を「１：控除対象扶養親族（控配・年少

含む）」で登録）し、年末調整時の給与の収入金額が 850万を超えた場合、自動的

に所得金額調整控除を受けることができますか？ 

A3-15. はい、できます。なお、所得金額調整控除を受けた場合は、「源泉徴収票」の「所

得金額調整控除額」にて控除額を確認できます。 

 

Q3-16. 夫婦ともに当社の従業員で 23歳未満の子供がおり、子供は夫の扶養なため、夫の

家族情報に子供を「１：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」で登録している場

合、妻の家族情報に子供を「２：他の所得者が控除を受ける扶養親族等」として登

録をすれば、所得金額調整控除を受けることができますか？ 

A3-16. はい、妻の給与の収入金額が850万円を超える場合は、受けることができます。 

(「２：他の所得者が控除を受ける扶養親族等」として子供を登録しても、給与の

収入金額が850万円以下の場合は、所得金額調整控除を受けることはできません。) 

 

Q3-17. 所得金額調整控除を受けたかどうかの確認はどうしたらできますか？また、所得

金額調整控除を受けた場合結果メッセージは出力されますか？ 

A3-17. 「源泉徴収票」の「所得金額調整控除額」にて控除額をご確認ください。もしく

は、年末調整処理結果を外部出力することでも確認可能です。 

結果メッセージの出力はありません。 

 

Q3-18. 複数会社から給与の支払いを受けている従業員がいます。合算すると、給与等の

収入金額が 850 万円を超える者がいます。当社での年末調整を行いますが、所得

金額調整を受けるためにはどうしたらよいですか？ 

A3-18. 確定申告をお願いいたします。 

 

Q3-19. 特定親族特別控除を受けるにはどうしたらいいでしょうか？ 

A3-19. 以下の条件を満たす必要があります。 

・①「年間所得見積額」が 58万円超 123万円以下 

（給与収入 123万円超 188万円以下） 

・②「年度（年間所得見積額）」が、その年の年末調整処理の対象年と一致 

（例：令和 7(2025)年分の処理であれば「2025」と入力） 

・③「配偶者」が「0非該当」 

・④「扶養」が「0対象外」 

・⑤「生年月日」より自動算出、年末時点で年齢が 19歳以上 23歳未満 
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４．「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」について 

Q4-1.「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「住宅借入金等特別控除の額」等 

  の入力方法を教えてください。 
＜給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書＞ 

 
 

A4-1.「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の数字をそのまま入力してください。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「年末調整情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①住宅借入金等特別控除の額 

②居住開始年月日 

①住宅借入金等特別控除の額 

②居住開始年月日 

省略した場合、源泉徴収票等には次のように表示します。 

「住宅借入金等特別控除区分」・・・「住」 「住宅借入金等年末残高」・・・ブランク
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Q4-2.「源泉徴収票」に自動表示の「住宅借入金等特別控除可能額」⑤は、どのような場合

に表示されますか？ 

A4-2. ご入力いただいた「住宅借入金等特別控除額」①が年税額より大きく、年税額より

控除しきれなかった場合、「住宅借入金等特別控除可能額」⑤に「住宅借入金等特別

控除額」①を表示します。（控除しきれなかった差額ではありませんのでご注意くだ

さい）なお、「住宅借入金等特別控除の額」④は、ご入力いただいた「住宅借入金等

特別控除額」①ではなく控除できた金額（＝年税額）を表示します。 

 

Q4-3.「住宅借入金等特別控除額」①に入力した金額と、源泉徴収票に表示される「住宅借

入金等特別控除の額」④が一致しないのはなぜですか？ 

A4-3. 所得税から控除しきれない「住宅借入金等特別控除の額」があった場合、控除でき

た金額（=年税額）を「住宅借入金等特別控除の額」④に表示します。 

 

＜「住宅借入金特別控除額」入力例＞ 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「年末調整情報」 

 

 

 

 

 

 

＜「源泉徴収票」の表示例＞  
2 9

A 0 0 0 0 9 １２３４５６７８９０１２
課長

神奈川県横浜市都筑区平和町１－２－３ 　ｲｹﾀﾞ　ｶﾂﾔ

勝也

6 0 3 8 6 2 4 4 2 8 8 8 0 0 8 7 0 9 1 0 0

3 8 0 0 0 0 1

1 0 7 9 1 0 3 0 0 0 2 5 5 9 0 0

1 0 0 0

1

住 1 5 0 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0

ｲｹﾀﾞ　　　　　ﾊﾅｺ

池田　　　花子

3 8 0 0 0 0

ｲｹﾀﾞ　ﾀﾛｳ

池田　太郎

＊ 4 9 1 2 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

　東京都　品川区　東品川　１－２－３

　株式会社　日本

1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

平22.04.01

平成

池田

給与・賞与

03-1234-5678（ 電 話 ）

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票年 分

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

欄

特

別

そ

の

他

本 人 が 障 害 者

一

般

特

別

寡 婦 寡

夫

勤

労

学

生
就職 退職 年 月 日

中 途 就 ・ 退 職

明

受 給 者 生 年 月 日

大 昭 平 年 月 日

支 払
を 受 け
る 者

住
所
又
は
居
所

氏

名

（ フ リ ガナ ）

（ 役 職 名 ）

種 別 支 払 金 額 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 源 泉 徴 収 税 額

(源泉) 控除対象配偶者

の有無等

配 偶 者 （特 別）
控 除 の 額

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数
（配偶者を除く）

障 害 者 の 数
（本人を除く）

社 会 保 険 料 等 の 金 額 生 命 保 険 料 の 控 除 額 地 震 保 険 料 の 控 除 額 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 額

特 定 特 別老人 老 人 そ の 他 そ の 他

有 従有

円 円 円内 円

円
内

円

人 従人 人内

介 護 医 療 保
険 料 の 金 額

新 個 人 年 金
保険料の金額

配 偶 者 の 合 計 所 得

生 命 保
険 料 等
の 金 額
の 内 訳

旧 生 命 保 険
料 の 金 額

円

支

払

者

住 所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

氏 名 又 は
名 称

（ 個 人 番 号 ）

1 6 歳 未 満
扶 養 家 族

人 人 人従人 従人人

円 円円内

新 生 命 保 険
料 の 金 額

円 円

旧 長 期 損 害
保険料の金額

旧 個 人 年 金
保険料の金額

円 円 円

住宅借入金等特別控除可能額

住 宅 借 入

金 等 特 別

控 除 の 額

の 内 訳

１回目

住 宅借 入 金等
特 別控 除 適用 数

円

円

住宅借入金等
特別控除区分 住宅借入金等年末残高

(源泉･特別)

控 除対 象

配 偶者

区分

円

国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額

控

除

対

象

扶

養

親

族

４

円

１

２

３

個人番号

氏 名

１

６

歳

未

満

の

扶

養

親

族

４

１

２

３

２回目

署 番 号

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

（ 摘 要 ）

整 理 番 号

（ 受 給 者 番 号 ）

非 居 住 者
で あ る
親 族 の 数

人

フリガナ

居住開始年月日

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

円

内

 

３ 

４ 

５ 

①「住宅借入金等特別控除の額」の入力額    ： ５５０，０００ 

②「住宅借入金等特別控除の額」控除前の年税額 ： ２５５，９００ 

  ①５５０，０００  ＞  ② ２５５，９００ 

    ⇒ ②「住宅借入金等特別控除の額」控除前の年税額より、 

      ①「住宅借入金等特別控除の額」が大きく、年税額より控除しきれない。 

③「源泉徴収票」「源泉徴収税額」（差引年税額）     ： ０ 

④「源泉徴収票」「住宅借入金等特別控除の額」の表示  ： ２５５，９００ 

⑤「源泉徴収票」「住宅借入金等特別控除可能額」の表示 ： ５５０，０００ 

 

１ 
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５．DCS入力データと「源泉徴収票」の表示について 

入力したデータの「源泉徴収票」への表示例（年調者の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差引年税額 

 

[518] 

   

[513]の控除額＋ 
[514]の控除額 

 

住宅借入金等年末残高 

 

課税対象額累計＋[508] 

 

年税額＜住宅借入金等特別控除額の場合→年税額 
年税額≧住宅借入金等特別控除額の場合→住宅借入金等特別控除額 

・[548][511]の控除額 
・[549]の控除額 
・[550][512]の控除額 
より実際に算出された控除額 

社会保険累計＋ 
[517]＋[518]＋
[509] 

[548] [550] [511] [512] [549] 

[514] 

[515] 

[519] 年税額＜住宅借入金等特別控除額の場合 
→住宅借入金等特別控除額 

 
住宅借入金等年末残高２ 
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６．中途入社の方について 

Q6-1. 中途入社の方の入力方法を教えてください。 
＜前職の「給与所得の源泉徴収票」＞  

A 0 0 0 0 1

課長

　ｱｵｷ　ｱｷﾋﾛ

4 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0

5 7 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

　東京都　目黒区　１－１－１

　はなまる商事 株式会社

神奈川県横浜市中区港町１－２－３

平成

1

　青木　昭博

給与・賞与

03-1234-5678（ 電 話 ）

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票年 分

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

欄

特

別

そ

の

他

本 人 が 障 害 者

一

般

特

別

寡 婦 寡

夫

勤

労

学

生
就職 退職 年 月 日

中 途 就 ・ 退 職

明

受 給 者 生 年 月 日

大 昭 平 年 月 日

支 払
を 受 け
る 者

住
所
又
は
居
所

氏

名

（ フ リ ガナ ）

（ 役 職 名 ）

種 別 支 払 金 額 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 源 泉 徴 収 税 額

（源泉）控除対象配偶者

の有無等

配 偶 者 （特 別）
控 除 の 額

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数
（配偶者を除く）

障 害 者 の 数
（本人を除く）

社 会 保 険 料 等 の 金 額 生 命 保 険 料 の 控 除 額 地 震 保 険 料 の 控 除 額 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 額

特 定 特 別老人 老 人 そ の 他 そ の 他

有 従有

円 円 円内 円

円
内

円

人 従人 人内

介 護 医 療 保
険 料 の 金 額

新 個 人 年 金
保険料の金額

配 偶 者 の 合 計 所 得

生 命 保
険 料 等
の 金 額
の 内 訳

旧 生 命 保 険
料 の 金 額

円

支

払

者

住 所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

氏 名 又 は
名 称

（ 個 人 番 号 ）

1 6 歳 未 満
扶 養 家 族

人 人 人従人 従人人

円 円円内

新 生 命 保 険
料 の 金 額

円 円

旧 長 期 損 害
保険料の金額

旧 個 人 年 金
保険料の金額

円 円 円

住宅借入金等特別控除可能額

住 宅 借 入

金 等 特 別

控 除 の 額

の 内 訳

１回目

住 宅借 入 金等
特 別控 除 適用 数

円

円

住宅借入金等
特別控除区分 住宅借入金等年末残高

(源泉･特別)

控除対象

配偶者

区分

円

国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額

控

除

対

象

扶

養

親

族

４

円

１

２

３

個人番号

氏 名

１

６

歳

未

満

の

扶

養

親

族

４

１

２

３

２回目

署 番 号

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

（ 摘 要 ）

整 理 番 号

（ 受 給 者 番 号 ）

非 居 住 者
で あ る
親 族 の 数

人

フリガナ

居住開始年月日

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

円

内

 
 

A6-1-1. 前職の金額を含めて年末調整をするために、「中途入社課税累計」(508)、「中途

入社社保累計」(509)、「中途入社税金累計」(510)に入力します。   

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「３．個人別入力・金額」「業務共通」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508 

509 

510 

①『人事メニュー』－「人事マスタ入力」「摘要欄追加情報」 

ＯＲ  

②『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「年末調整情報」「摘要欄１」「摘要欄２」 

（★年末調整事務サービス（北海道）☆Web 年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様は

「摘要欄１」「摘要欄２」に入力） 
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A6-1-2.「源泉徴収票」の摘要欄に、前職の会社名・住所等を表示させるために①②の 

      いずれかに入力します。 

①「摘要欄追加」画面に入力します。 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「人事マスタ入力」「摘要欄追加情報」 

 

②「摘要欄１」「摘要欄２」に入力します。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「年末調整情報」 

 

 

 

 

 

 

 

※①②の両方に入力があった場合は、②が優先されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★年末調整事務サービス（北海道）☆Web 年末調整事務サービス（北海道） 

ご利用のお客様へ 

 前職の会社名・住所等を表示させる場合は、 

 ①「摘要欄追加情報」ではなく、②「摘要欄１」「摘要欄２」にご入力ください。 
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＜DCS 出力の中途入社の人の「源泉徴収票」摘要欄の表示例＞ 

A 0 0 0 0 1

課長

神奈川県横浜市筑紫区平和町１－２－３ ｱｵｷ  ｱｷﾋﾛ

2 3 6 6 5 0 0 1 4 7 4 8 0 0 1 8 9 1 7 6 0 0

＊ 3 6 0 0 0 0 1

1 6 1 7 6 0 5 0 0 0 0 0

はなまる商事　東京都目黒区１－１－１　

支払　　４０００００社保　　　５７０００源泉　　　１５０００を含む

1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0

ｱｵｷ　ﾊﾅｺ

青木　花子

4 0 0 0 0 0

ｱｵｷ　ﾏｲ

青木　麻衣

* 4 9 1 2 2 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

 東京都　品川区　東品川　１－２－３

　株式会社　日本

03-1234-5678

1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

（ 電 話 ）

青木

給与・賞与

昭博

平 成

１２３４５６７８９０１２

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票年 分

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

欄

特

別

そ

の

他

本 人 が 障 害 者

一

般

特

別

寡 婦 寡

夫

勤

労

学

生
就職 退職 年 月 日

中 途 就 ・ 退 職

明

受 給 者 生 年 月 日

大 昭 平 年 月 日

支 払
を 受 け
る 者

住
所
又
は
居

所

氏

名

（ フ リ ガ ナ ）

（ 役 職 名 ）

種 別 支 払 金 額 給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 源 泉 徴 収 税 額

(源泉）控 除 対 象配偶者

の有無等

配 偶 者 (特 別))
控 除 の 額

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数
（配偶者を除く）

障 害 者 の 数
（本人を除く）

社 会 保 険 料 等 の 金 額 生 命 保 険 料 の 控 除 額 地 震 保 険 料 の 控 除 額 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 の 額

特 定 特 別老人 老 人 そ の 他 そ の 他

有 従有

円 円 円内 円

円
内

円

人 従人 人内

介 護 医 療 保
険 料 の 金 額

新 個 人 年 金
保 険 料 の 金 額

配 偶 者 の 合 計 所 得

生 命 保
険 料 等
の 金 額
の 内 訳

旧 生 命 保 険
料 の 金 額

円

支

払

者

住 所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

氏 名 又 は
名 称

（ 個 人 番 号 ）

1 6 歳 未 満
扶 養 家 族

人 人 人従人 従人人

円 円円内

新 生 命 保 険
料 の 金 額

円 円

旧 長 期 損 害
保 険 料 の 金 額

旧 個 人 年 金
保 険 料 の 金 額

円 円 円

住宅借入金等特別控除可能額

住 宅 借 入

金 等 特 別

控 除 の 額

の 内 訳

１回目

住 宅借 入金 等
特 別控 除適 用数

円

円

住 宅 借 入 金 等
特 別 控 除 区 分 住宅借入金等年末残高

源泉・特別

控除対象

配偶者

区分

円

国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額

控

除

対

象

扶

養

親

族

４

円

１

２

３

個人番号

氏 名

１

６

歳

未

満

の

扶

養

親

族

４

１

２

３

２回目

署 番 号

個 人 番 号 又 は
法 人 番 号

（ 摘 要 ）

整 理 番 号

（ 受 給 者 番 号 ）

非 居 住 者
で あ る
親 族 の 数

人

フリガナ

居 住 開 始 年月日

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

個人番号

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

区分

氏 名

フリガナ

円

内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6-2. 中途入社の方の前職情報を「摘要欄追加情報」に入力しましたが、「源泉徴収票」

の摘要欄に表示されていません。なぜですか？ 

A6-2. 年末調整をしていない非年調の方（年間給与額 2,000万超・乙欄者・退職者など）

ではありませんか？基本的に、非年調の方は摘要欄を表示しません。 

  ご契約により表示することも可能ですが、プログラム変更（有償）が必要です。 

摘要欄１～２行目 ･･･「摘要欄追加情報」もしくは「摘要欄１」「摘要欄２」 

前職の金額データの表示（(508)～(510)に入力したもの） 

摘要欄３～５行目 ･･･ ・障害者控除を受ける同一生計配偶者の方 

           ・所得金額調整控除のみ受けた他の所得者が控除を受ける 

            扶養親族の名前 

・控除対象扶養親族の５人目以降の方 

           ・１６歳未満の扶養親族の５人目以降の方 
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７．年末調整に必要な累計データの調整について 

Q7-1. DCSのシステムを利用せず、支給した賞与 5,000円（全額課税・社会保険料 1,000

円・所得税 500円）があります。どのように入力したらよいですか？  

A7-1.「総支給額累計・調整」(521)と「課税対象額累計・調整」(522)にそれぞれ「50,000」 

  「社会保険料累計・調整」(523)に「1,000」、「所得税累計・調整」(524）に｢500」と

ご入力ください。 

 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「３．個人別入力・金額」「変動指定」 
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８．年末調整結果（還付・追徴）について 

Q8-1. 同時年末調整の場合、還付額はどこで確認できますか？ 

A8-1.「給与（賞与）明細書」の『所得税』にて確認できます。金額がマイナス表示の場合

は還付、プラス表示の場合は追徴になります。（非年調の方は１２月の所得税を表示） 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「４．内容確認」「支給明細情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8-2. 年末調整の結果、追徴になってしまったがなぜですか？ 

A8-2. 理由を特定することはできませんが、以下の理由などが考えられます。 

・給与に比べて、賞与が多かった。（賞与税率が低かった） 

・休職中に賞与支給があった。（賞与で所得税を徴収しなかった） 

・扶養親族が年途中で減少した。（年途中で扶養者数が変わった） 

・高額所得者である。又は扶養親族がいない。（比較的、追徴になりやすい） 

・配偶者を源泉控除対象配偶者にしていたが、本人の年間所得合計額が 900 万を超

えるか、配偶者の合計所得額が 95万を超えてしまい、年末調整時に配偶者控除ま

たは配偶者特別控除を満額受けられなかった。 

 

Q8-3. 年末調整を行った１２月給与（賞与）の所得税はどこで確認できますか？ 
 
A8-3. 年調者の１２月の所得税は、計算を省略し 0円とみなして処理しています。 

     （所得税基本通達 第１９０条３項）。 

   非年調は通常通り１２月の所得税を算出しています。 

  

還付の場合、 

マイナス表示 
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９．給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（転記用）について 

Q9-1.「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成したいのですが、どの帳票か

ら作成すればよいですか？ 

A9-1. PROSRV出力帳票「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（転記用）」をそのま

ま転記してください。 

 

＜PROSRV出力帳票「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（転記用）」＞ 

 

＜給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表＞ 

 

        
① 

② 

③ 

３０  

３０  

２８９０７４７８０      ６３８０４６６ 

３０２２３５２０４     ９３７０６２６ 

              ０           ０ 

① 

② 

 

③ 

前職分は含みません 

前職分が含まれます 
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Q9-2. PROSRV出力帳票「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（転記用）」の「源泉

徴収票を提出するもの」の内訳を確認したいのですが。 

A9-2.『外部出力メニュー』より、「年末調整本処理結果」を外部出力し、「税務署ＳＥＱ」

をご確認ください。（Ａ～Ｊまでが税務署提出対象者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「雇用形態」が「１:役員」の場合に役員と判断します。 

 「士業区分」が「１ 対象」の場合に士業者と判断します。 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「給与基本情報」 
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Q9-3. DCS出力帳票「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表（転記用）」の内容を、 

  外部出力した「年末調整本処理結果」で確認するには？ 

A9-3. 以下の図を参照してください。 

 

 法定調書合計表（転記用）（部分） 

 

 

 

 

 

 

  ①CI 列：課税対象累計、CJ 列：社会保険累計、CK 列：所得税累計、 

BQ 列：中途入社_課税、BR 列：中途入社_社保、BS 列：中途入社_税金 

のいずれかに金額がある人数 

（全てが０円の社員はカウントしない。マイナスはカウントする。） 

  ②上記①の人数のうち、DH 列：源泉・源泉徴収税額が０円の人数 

  ③CI 列：課税対象累計の合計額 

  ④CJ 列：所得税累計の合計額 

  ⑤CK 列：所得税累計がマイナスの人数 

  ⑥IJ 列：税務署ＳＥＱが「Ａ」～「Ｊ」の人数 

  ⑦DF 列：源泉・支払金額の合計額 

  ⑧DI 列：源泉・源泉徴収税額の合計額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 
⑤ 

 ⑥ 

 
⑦

7 

 

⑧

7 
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１１．DCS 再年末調整処理について 

Q11-1. 再年末調整処理は、いつまでできますか？ 

A11-1. 基本的に、税務署提出期限の１月中に終了するようにしてください。２月以降も

処理をすることは可能ですが、お客様にて税務署・市区町村等への連絡も合わせて

お願いします。なお、再年調処理が可能な期間は、当年の年末調整終了後～翌年の

年末調整処理実施前までです。 

 

Q11-2. 再年末調整処理を行った結果、還付になりました。１月給与時に「所得税・調整」

(540)に金額を入力してもよいですか？ 

A11-2.「所得税・調整」（540）の欄は使用しないでください。この欄にて還付調整をして

しまうと、翌年分の所得税累計に加算されてしまいます。変動控除の「その他控除」

等にマイナスで金額をご入力ください。また、追徴になった場合はプラスで金額を

ご入力ください。 

なお、外部出力にて「過不足額_今回」にセットされている値が、控除欄に登録する

金額となります。(再年調処理を複数回行った場合は、「過不足額_累計」から還付（追

徴）済の金額を除いてください。) 

 

Q11-3. 年末調整処理終了後、母親を扶養に入れることになったので再年末調整処理を行

いました。１月給与にて再度『人事メニュー』の入力をする必要はありますか？ 

A11-3. はい、入力する必要があります。再年末調整処理で入力したデータは、次回給与

処理等への引継ぎは行いませんので、必要であれば次回処理までに必ず『人事メニ

ュー』（「家族情報」もしくは「扶養優先情報」）の登録をお願いします。 

 

Q11-4. １２月給与の同時年末調整時に、「年調区分」を「１：非年調者」にした人を、再

年末調整処理を行って年末調整したいが可能ですか？ 

A11-4.『再年調メニュー』の「区分」を「２：年調指示」にしてください。 

     

『給与計算』⇒『再年調メニュー』－「２．個人別入力」「再年末調整人事」 
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Q11-5. 再年末調整処理で、配偶者に障害者情報が含まれる場合の入力方法を教えてくだ

さい。 

A11-5.次の（１）～（３）の場合ごとに、入力方法が異なります。 

（１）配偶者を障害者として追加登録する場合 

例 1-1)「控除対象配偶者」でない同一生計配偶者を、障害者とする場合 

・『摘要欄１』『摘要欄２』（※１）のいずれかに「氏名（同配）」を追加登録 

・扶養情報（※２）にて該当する障害者数を変更 

例 1-2)「控除対象配偶者」である配偶者を、障害者とする場合 

・扶養情報（※２）にて該当する障害者数を変更 

（２）配偶者の障害者登録を削除する場合 

例 2-1)「控除対象配偶者」でない同一生計配偶者かつ障害者である配偶者を、 

障害者としない場合 

・扶養情報（※２）にて該当する障害者数を変更 

例 2-2)「控除対象配偶者」かつ障害者である配偶者を、障害者としない場合 

・扶養情報（※２）にて該当する障害者数を変更 

（３）配偶者情報に障害情報を登録していたが、本人の人事属性や金額、配偶者・扶養親

族（年少扶養含む）情報の項目をいずれか一つでも追加・訂正する場合 

例 3-1)「控除対象配偶者」でない同一生計配偶者かつ障害者である配偶者を有していて、

本人の人事属性や金額、配偶者情報・扶養親族（年少扶養含む）情報の項目のいず

れか一つでも訂正する場合 

・『摘要欄１』『摘要欄２』（※１）のいずれかに、「氏名（同配）」を追加登録 

例 3-2)本人所得金額変更に伴い、障害者である配偶者を「控除対象配偶者」から「同一生

計配偶者（同配）」に変更する場合 

・『課税対象額累計・調整』または『本人合計所得加算額』（※３）の変更 

・『摘要欄１』『摘要欄２』（※１）のいずれかに、「氏名（同配）」を追加登録 

・「再年末調整家族」（※４）より削除 

例 3-3)本人所得金額変更に伴い、障害者である配偶者を「同一生計配偶者（同配）」から

「控除対象配偶者」に変更する場合 

・『課税対象額累計・調整』または『本人合計所得加算額』（※３）の変更 

 

『給与計算』⇒『再年調メニュー』－「２．個人別入力」「再年末調整人事」 
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１２．「源泉徴収票」（年調者・非年調者）について 

＜源泉徴収票の表示＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①支払を受ける者 

 PROSRV の登録内容をそのまま表示 

②支払金額 

 給与・賞与等の年間総支給額より非課税額を除いた金額（前職分含む） 

③給与所得控除後の金額（調整控除後） 

 ②支払金額をもとに「給与所得控除後の給与等の金額表」より算出した金額から所得調

整控除を控除した金額 

 

 

 

②     ③     ⑤    ⑫ 

④ 

 

① 

 

④      ⑥       ④      

⑦          ⑧     ⑨     ⑩     ⑪      

⑬ 
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④控除対象等情報 

 PROSRV の登録内容をそのまま表示（「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」は所得要件等に

より年末調整を行った結果を表示） 

・「（源泉）控除対象配偶者の有無等」 

年調後・控除対象配偶者区分が「１」「２」「Ａ」「Ｂ」のとき「有」に「＊」が表示 

・「控除対象扶養親族の数 老人」 

PROSRV では同居と同居外は別々ですが、同居と同居外を合算、同居を内数として

表示  

・「控除対象扶養親族の数 その他」  

PROSRV では特定扶養を含んでいますが、特定扶養を含まないで表示 

⑤所得控除の額の合計額 

 各控除額の合計額 

⑥配偶者（特別）控除の額 

 配偶者控除、もしくは配偶者特別控除を受けた場合に、控除額を表示 

 （配偶者控除、もしくは配偶者特別控除を受けなかった場合は、０と表示） 

⑦特定親族特別控除の額 

 特定親族が特定親族特別控除を受けた場合に、特別控除額を表示 

⑧社会保険料等の金額  

 上段 小規模共済等掛金 

 下段 給与、賞与等から控除した年間の社会保険料＋小規模共済等掛金 

＋申告社会保険料の金額 

⑨生命保険料の控除額 

 一般の生命保険料控除額・個人年金保険料の控除額・介護医療保険料控除額の合計 

⑩地震保険料の控除額 

 地震保険料控除額と旧長期損害保険料控除額の合計 

⑪住宅借入金特別控除の額  

 申告した住宅借入金等特別控除額のうち、年税額から差し引くことができた金額 

⑫源泉徴収税額   

 差引年税額 

⑬配偶者の合計所得 

 配偶者控除、もしくは配偶者特別控除を受けた（⑥「配偶者（特別）控除の額」に控除 

額の表示あり）場合、配偶者の合計所得金額（「配偶者合計所得」(515)に入力）を表示

（配偶者の合計所得金額が０円の場合はブランク） 

 配偶者控除、もしくは配偶者特別控除を受けていない場合も、ブランク表示 

 

※本人年間所得金額（給与所得控除後の金額＋「本人合計所得加算額」(520)）＞1000万 

 の場合、「配偶者合計所得」(515)に入力をしても配偶者控除、もしくは配偶者特別控除

は受けられませんので、⑥「配偶者（特別）控除の額」は０、⑬「配偶者の合計所得」

はブランクになります。 

 

 



 28 

＜非年調者の源泉徴収票の表示について＞ 

 非年調者の場合は、上記源泉徴収票の①②④⑧⑫が表示されます。 

 

④税扶養情報  

・「（源泉）控除対象配偶者の有無等」 

控除対象配偶者区分が「１」「２」「３」のとき「有」に「＊」、「（源泉・特別）控除対

象配偶者」に名前が表示され、さらに、「配偶者合計所得」（515）に入力があれば、 

⑬「配偶者の合計所得」も表示 

 
通常、非年調者は、以下の入力欄にデータの登録があっても「源泉徴収票」に印字・加
算されません。ただしご契約によっては、非年調者・退職者でも摘要欄の印字は可能で
す。 

 ・「摘要欄１」「摘要欄２」 :『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」「年末調整情報」 

                              （『人事メニュー』より引き継いだものも含む） 

  ・「（508）中途入社課税累計」「（509）中途入社社保累計」「（510）中途入社税金累計」 
               :『給与メニュー』－「３．個人別入力・金額」「業務共通」 
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１３．Web マイナンバー管理サービス（別契約）について 

Q13-1. 退職者はマイナンバーを登録する必要はありますか？ 

A13-1. 本年の所得があり、「給与支払報告書」を作成する必要があるのであれば、登録は 

必要です。 

 

Q13-2. DCS の Web マイナンバー管理サービスを使用していませんが、どのような対応が

必要ですか？ 

A13-2. DCSより出力された「源泉徴収票」（税務署提出用）と「給与支払報告書」にお客

様にてマイナンバーを記入するなどしてご対応ください。 

 

Q13-3. マイナンバーの登録がないと、「源泉徴収票」を作成することはできませんか？ 

また、家族の氏名等も印字されませんか？ 

A13-3. マイナンバーの登録がなくても、「源泉徴収票」は個人番号欄がブランクのまま出

力することは可能ですので、マイナンバーを追記するなどしてご対応ください。ま

た、家族の氏名等は PROSRVの「家族情報」の登録内容を印字します。 

 

Q13-4. 扶養対象外の家族にもマイナンバーの登録が必要ですか？ 

A13-4. 扶養対象外であっても、何らかの控除を受ける場合はマイナンバーが必要です。 

   何の控除も受けない場合は、マイナンバーは不要です。 

 ・配偶者特別控除 

 ・所得金額調整控除 

 ・特定親族特別控除 

 ・退職所得を除くと住民税で控除を受けられる扶養控除など 
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１４．Web年末調整事務サービス（北海道）Web年末調整申告サービス（自社
運用）（別契約）について 

 

＜前提＞ 

Q14-1. 従業員のメールアドレスは、どこから登録したらよいですか？また、携帯電話の

メールアドレスでも問題ありませんか？ 

A14-1. メールアドレスは、『関連システム』⇒『Web年調メニュー』へ「人事連携」する

前に、『人事管理』⇒『人事メニュー』-「人事基本情報」の「明細配信用メールアド

レス」に登録してください。  

   また、携帯電話のメールアドレスでも問題はありませんが、hrsnoreply@dcs.co.jp から

のメールを受信可能にしておいてください。 

 

Q14-2. 従業員サイトに表示される家族情報は、PROSRV「家族情報」の扶養が「対象」の家

族だけですか？ 

A14-2. いいえ、「家族情報」の扶養が「対象外」でも従業員サイトの家族情報に表示され

ます。（途中で扶養からはずれた子などが表示されてしまいます。）ただし、「離婚年

月日」か「死亡年月日」（昨年以前）に登録ある家族は表示されません。 

 

Q14-3. 従業員サイトに表示される本人情報、家族情報はいつ時点のものですか？ 

A14-3. 『関連システム』⇒『Web年調メニュー』へ「人事連携」した時点になります。 

 

☆Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様は、「人事連携」終了後～１２

月納品データ取込前までは年末調整事務サービス処理対象者の『人事メニュー』情報

は入力しないでください。 

また、☆Web年末調整事務サービス（北海道）かつ👤従業員申請システムご利用の

従業員様は、本人情報（住所など）・家族情報は Web年調画面から変更ができませ

ん。従業員申請画面より申請し、変更してください。 

 

 

◆ Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用の従業員様は、本人情報（住所な

ど）・家族情報は Web 年調画面から変更ができません。管理者様にて『人事メニュ

ー』『給与メニュー』を変更し、Web年調画面へ人事連携を実施してください。 

また、◆ Web年末調整申告サービス（自社運用）かつ👤従業員申請システムご利用

の従業員様も、本人情報（住所など）・家族情報は Web年調画面から変更ができませ

ん。従業員様が従業員申請画面より申請し、変更してください。 

 

 

 

 

 

 

mailto:hrsnoreply@dcs.co.jp
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☆Web年末調整事務サービス（北海道）ご利用のお客様 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』 

 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』－①「Web 年調管理」「締め処理」 

 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 

 

Ⓐ

「

Ⓐ

Ⓐ 

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓐ 

Ⓒ 
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◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『関連システム』⇒『Web 年調メニュー』－①「Web 年調管理」「締め処理」 

 

Ⓐ

「

Ⓐ

Ⓐ 

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓐ 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

⑤ 
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＜ 「事前準備中」（従業員サイト公開まで）＞ 

Q14-4. ①「締め処理」「事前準備中」の「従業員サイト公開」ボタンを押すと、従業員サ

イトが従業員に公開されると同時に、従業員へのメール配信もされますか？ 

A14-4. されません。②「社員管理」よりメール配信を別途行ってください。 

 

Q14-5. １１月新規入社の社員を Web年調の対象者にすることはできますか？ 

A14-5. １１月給与処理に必要な情報を登録後、③「人事・続柄連携」で「人事連携」する

ことで対象者にすることができます。 

 

Q14-6. 紙申請者の申告書を印字すると、「SAMPLE」と印字されてしまいます。 

A14-6. 紙申請者の申告書は、①「締め処理」「事前準備中」の「用紙納品順」もしくは「用

紙通番順」を「選択」したあとに、印刷してください。 

 

 

＜ 「従業員入力中」（従業員サイトを締めるまで）＞ 

Q14-7. 従業員が従業員サイトから入力した内容を、確認することはできますか？ 

A14-7. ④「申告書情報管理」より可能です。 

   また、⑤「チェックリスト出力」より、確認することも可能です。 

 

Q14-8. 従業員サイトに表示されるマイナンバーの登録状況はいつ時点のものですか？ 

A14-8. 前営業日 22時時点の Webマイナンバー管理サービスの登録内容です。 

 

Q14-9. Web年調の対象者の従業員を紙申請の対象者に変更することはできますか？ 

A14-9. できます。②「社員管理」より、年調手段を「紙申請」にしてください。 

 

Q14-10. 従業員の代わりに内容確定を行うことは可能ですか？ 

A14-10. ②「社員管理」より、確定したい従業員を「内容確定」するか、内容確定されて

いない従業員をまとめて①「締め処理」「従業員入力中」より「強制内容確定」する

ことも可能です。 

   なお、「強制内容確定」を「実施」いただいても、エラーとなり完了できないことも 

あります。 

 その場合、②「社員管理」より年調手段を「紙申請」にしてください。 

 

＜ 「BPO確認中」（従業員サイトを締めたあと）＞ 

Q14-11. 従業員から、申告した内容を修正したいといわれた場合はどうしたらよいです

か？ 

A14-11. ①「締め処理」「従業員入力中」の「BPO確認依頼」ボタンを押して、「BPO確認

中」にしたあとのデータ修正はできません。１２月納品データ取込後に、『給与（賞

与）メニュー』画面と『Web年調メニュー』画面の両方の修正をお願いします。 

  

Ⓐ

「

Ⓐ

Ⓐ 

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓐ 

Ⓒ 
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１５．Web 源泉徴収票（別契約）について 

Q15-1. 再年末調整処理を行った場合、Web 源泉徴収票は上書きされますか？２つになり

ますか？ 

A15-1. 上書きされます。（配信日は古いままになり上書きされません） 

 

Q15-2. Web源泉徴収票の従業員から、Webからは出力できない数年前の源泉徴収票がほし

いと言われたが、どうしたらよいですか？ 

A15-2. PROSRVの『外部出力メニュー』の「帳票出力指示」より出力して、従業員様にお

渡しください。 

 


